
資料　　

発生場所：市営住宅ベイサイド柳川

概
要

東北電力ネットワーク㈱が電気室及び住戸内のメーター交換作業を行うにあたり、電気室の主電源盤扉に
貼られている注意書きを確認せず、指定管理者に事前連絡しないままに施設全体の主電源ブレーカーを
落としたため、揚水ポンプの非常用電源が発動し、あふれた水による浸水でエレベーターが水損した事故

令和5年2月13日 午前11時00分頃 柳川１丁目3-25 2,865,951
エレベーター修繕費
3,184,390円のうち
2,865,951円

専決処分年月日
令和8年1月29日

令 和 8 年 2 月 10 日
都 市 建 設 常 任 委 員 協 議 会
都 市 整 備 部 住 宅 政 策 課

専決処分の報告について

事故発生月日 発生時間 発生場所 相手方負担額（円） 負担内容 備考

エレベーター １１階共用廊下浸水 主電源盤の注意書き


